
一般事業主行動計画 

特定医療法人 美杉会 

 

 特定医療法人美杉会では、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、従業員が仕事と子育てを両

立させることができ、従業員全体が働きやすい環境をつくることによって、全ての従業員がその

能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しました。 

 法人全体の取り組みですので、ご協力をお願い致します。 

 

１．計画期間  平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日  ３年間 

２．内  容   

 

   目標１ 計画期間内に、事業所内託児施設の充実をはかる。 

    ＜対策＞ 

     ○平成２３年４月 事業所内託児所を新設する。 

     ○平成２３年４月 保育士を増員する。 

 

 

   目標２ 計画期間内に、所定外労働時間を２０％（全職員平均）削減する。 

    ＜対策＞ 

     ○管理職への呼びかけにより、退勤を促す。 

     ○業務を見直し、無駄な残業時間を減らす。 

 

 

   目標３ 計画期間内に、年次有給休暇の取得率を５０％以上（全職員平均）にする。 

    ＜対策＞ 

     ○管理職への呼びかけや、院内掲示等により、年次有給休暇の取得を促す。 

    

 

 


